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船舶事故調査報告書 

 

   船 種 船 名 遊漁船 福栄丸 

   船 舶 番 号 ２９０－４９９９４福岡 

   総 ト ン 数 ４.９トン 

 

   船 種 船 名 モーターボート Ｓｅａ Ｂｒｅｅｚｅ 

   船 舶 番 号 ２９０－４０４６４福岡 

   総 ト ン 数 ５トン未満（長さ６.３６ｍ） 

 

   事 故 種 類 衝突 

   発 生 日 時 平成２０年１１月３日 １４時１３分ごろ 

   発 生 場 所 福岡県宗像市地ノ島北東方沖 

           倉良瀬灯台から真方位０７８°１.９５海里付近 

           （概位 北緯３３°５５.６′ 東経１３０°３０.９′） 

 

 

                        平成２１年９月３日 

                運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                   委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                   委   員  山 本 哲 也 

                   委   員  根 本 美 奈 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 遊漁船福栄
ふくえい

丸は、船長と釣り客４人が乗船し、釣り場を発進して福岡県宗像市鐘崎
かねざき

漁港に向けて帰航中、モーターボートＳｅａ
シ ー

 Ｂｒｅｅｚｅ
ブ リ ー ズ

は、船長と知人１人が乗

船し、同市地
じ

ノ
の

島北東方の釣り場で漂泊中、平成２０年１１月３日(祝日)１４時１３

分ごろ、両船が衝突した。 

 福栄丸には、船首船底に擦過傷が生じ、Ｓｅａ Ｂｒｅｅｚｅは、操舵室等を損傷

して転覆したが、両船とも死傷者はいなかった。 
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１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２０年１１月４日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

  平成２０年１１月１７日、１８日、平成２１年１月１６日、６月１８日 口述聴

取 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、福栄丸（以下「Ａ船」という。）の船長(以下

「船長Ａ」という。)及びＳｅａ Ｂｒｅｅｚｅ（以下「Ｂ船」という。）の船長(以

下「船長Ｂ」という。)の口述によれば、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

    Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、釣り客４人を乗せ、平成２０年１１月３

日０６時００分ごろ福岡県宗像市鐘崎漁港を出港し、０６時３０分ごろ同市地

ノ島の北方３.０海里(Ｍ)付近の釣り場に到着して遊漁を始め、時々釣り場を

移動しながら遊漁を続けた。 

    船長Ａは、１４時０５分ごろ遊漁を終えて帰港するため、倉
くら

良
ら

瀬
せ

灯台から 

０４０°（真方位、以下同じ。）３Ｍ付近の釣り場を発進し、概ね１８０°の

針路及び約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、操舵室右舷

側の操縦席に腰掛け、手動操舵により航行した。釣り客４人は、船尾甲板で船

首方を向いて座っていた。 

    Ａ船は、速力が約９kn以上になると船首が浮上することから、約１１knの速

力としたことで、船首方に死角が生じる状況となったが、船長Ａは釣り場を発

進する際、前方に他船を認めなかったので、死角を補うまでもないと思い、す

ぐに操縦席に腰掛け、日ごろ行っている船首を左右に振るなどの死角を補う見

張りを行わなかった。 
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    船長Ａは、正船首方で死角に入った前路で漂泊中のＢ船に気付かず、同じ針

路及び速力で航行中、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾部が衝突した。 

    衝突後、Ａ船がＢ船に乗り上げていたため、船長Ａは機関を後進にかけてＢ

船から離れたが、Ｂ船は右舷側に転覆した。 

    船長Ａは、海中に投げ出されたＢ船の２人を救助後、海上保安庁に１１８番

通報を行い、僚船にＢ船のえい
．．

航を依頼したのち、自力で鐘崎漁港に帰港した。 

(2) Ｂ船 

    Ｂ船は、船長Ｂと知人１人（以下「同乗者」という。)が乗船して、平成

２０年１１月３日０７時４０分ごろ福岡県芦
あし

屋
や

町芦屋港を出港し、０８時４０

分ごろ地ノ島の北東方１.５Ｍ付近の釣り場に到着して釣りを始め、風潮流に

よって船体が南東方に圧流されるので、時々北西方へ潮上
しおのぼ

りを繰り返しながら

釣りを続けた。 

    船長Ｂは、衝突の約２０分前に潮上りを行い、船首からパラシュート型のシ

ーアンカー*1を投入して、船首をほぼ北西方に向けた状態で機関を停止して漂

泊し、周囲の見張りを行いながら自身は船尾右舷側に、同乗者は船首右舷側に

腰掛け、それぞれ右舷側を向いて釣りを再開した。 

    船長Ｂは、右舷正横より少し後方約５００ｍの距離にＢ船に向けて接近する

Ａ船を視認したが、以前にも漁船が自船の近くで停船したことがあったので、

Ａ船も何か用事があって接近するものと思い、Ａ船の動向を見守りながら釣り

を続けた。 

    船長Ｂは、Ａ船が自船に向いたまま約３０ｍに接近しても減速しなかったの

で、衝突の危険を感じて船首へ移動した直後、Ａ船の船首部とＢ船の右舷船尾

部がほぼ９０°の角度で衝突し、Ａ船がＢ船の船体に乗り上げて停止した。 

    衝突後、Ｂ船は右舷側に転覆し、救命胴衣を着用していた船長Ｂ及び同乗者

が海中に投げ出されたが、Ａ船に救助され、Ｂ船はＡ船の僚船により地ノ島漁

港泊地区にえい
．．

航された。 

 

 本事故の発生日時は、平成２０年１１月３日１４時１３分ごろで、発生場所は、倉

良瀬灯台から０７８°１.９５Ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

                         
*1  「シーアンカー」とは、船首から投入して風波を船首に受け圧流を防ぐ曳引式抵抗物の総称をい

う。小型船が荒天時に操船が困難なとき、船首から投入して船首を風波に向け、横波による横揺れ

や海水の打ち込みから生ずる船の転覆を防ぐために用いられる。また、漂泊して釣りなどを行うと

きに使用すると、船体姿勢が安定し、横揺れや圧流を抑える効果がある。 
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２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 両船とも死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1) Ａ船 

    船長Ａの口述によれば、船首船底部に長さ約２ｍ、幅約３０cmの擦過傷が生

じた。 

(2) Ｂ船 

    船長Ｂの口述及び損傷写真によれば、操舵室が損壊し、右舷船尾ブルワーク

外板に長さ約８０cmのき
．
裂及び船尾物入れに破損などが生じ、転覆により機器

類が濡れ損して使用不能となった。 

（写真１ Ｂ船の操舵室の損傷状況、写真２ Ｂ船の右舷船尾ブルワーク外板の損傷

状況 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

(1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長Ａ 男性 ６７歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５１年１月３０日 

      免許証交付日 平成１９年４月１６日 

             （平成２４年５月２８日まで有効） 

    船長Ｂ 男性 ６９歳 

     一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 平成１５年１２月１９日 

      免許証交付日 平成２０年５月１３日 

             （平成２５年１２月２１日まで有効） 

(2) 主な乗船履歴等 

   船長Ａ 

    船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

    昭和３２年ごろから父親所有の漁船に甲板員として乗船し、操縦免許を取得

後、父親から漁船を譲り受けて船長となった。平成元年ごろから漁業の傍ら遊

漁船業も行うようになり、地ノ島や宗像市大島周辺を釣り場にしていた。 

    事故当時の健康状態は良好で、眠気や疲労を感じていなかった。 

   船長Ｂ 

    船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 
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    操縦免許を取得後、地ノ島から北九州市白島にかけての海域で、月に２回程

度、週末に釣りを行っていた。 

    事故当時の健康状態は良好で、眠気や疲労を感じていなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 

     船 舶 番 号  ２９０－４９９９４福岡 

     船 籍 港  福岡県宗像市 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ４.９トン 

     Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  １２.４ｍ×２.７７ｍ×０.８８ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ディーゼル機関１基 

     出    力  １６９.１７kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進水年月日  平成９年７月１２日 

(2) Ｂ船 

     船 舶 番 号  ２９０－４０４６４福岡 

     船  籍  港  福岡県芦屋町 

     船舶所有者  個人所有 

     総 ト ン 数  ５トン未満 

     Ｌ ×Ｂ ×Ｄ  ７.１０ｍ×２.４１ｍ×１.１３ｍ 

     船    質  ＦＲＰ 

     機    関  ガソリン機関（船外機）１基 

     出    力  ６６.２kＷ（連続最大） 

     推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

     進 水 年 月  平成４年６月 

 

2.5.2 積載状況 

(1) Ａ船 

     船長Ａの口述によれば、出港時の喫水は、船首約０.２ｍ、船尾約１.２ｍ

であった。 

(2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、出港時の喫水は、船首約０.１ｍ、船尾約０.６ｍ
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であった。 

 

2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1) Ａ船 

     船長Ａの口述及び船体写真によれば、次のとおりであった。 

     磁気コンパス、ＧＰＳプロッター、魚群探知機及びレーダーなどが装備さ

れており、事故当時、船体及び機器類には、不具合又は故障はなかった。 

     操舵室は、船首より約１０ｍの位置に設置され、右舷側に操縦席が配置さ

れており、同室の窓は、前面に旋回窓２面を含む４面、両舷側に各２面が

設けられていた。 

     また、約９kn以上の速力で航行すると船首が浮上し、操縦席から船首方向

の水平線上に死角が生じはじめ、死角の範囲は、約１１knで両舷側約

１７°となり、全速力の約１４knまで変わらなかった。 

(2) Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

     磁気コンパス、ＧＰＳプロッター及び魚群探知機などが装備されており、

事故当時、船体及び機器類には、不具合又は故障はなかったが、有効な音

響信号装置は装備されていなかった。 

     シーアンカーは、船首クリートに係止した長さ約１５ｍの引き索に連結し

ていたが、漂泊中に機関を始動してから１０秒程度で約１０ｍ移動するこ

とができた。 

 

２.６ 気象及び海象に関する情報 

2.6.1 気象観測値及び潮汐 

(1) 発生場所の東方約２０Ｍに位置する下関地方気象台及び南方約７Ｍに位置

する宗像地域気象観測所による事故当時の観測値は、次のとおりであった。 

    ① 下関地方気象台 

      １４時００分 天気 曇り、風向 西、風速 ３.２m/s 

    ② 宗像地域気象観測所 

      １４時１０分 風向 西南西、風速 ２m/s 

         ２０分 風向 西、風速 ２m/s 

(2) 海上保安庁刊行の潮汐表によれば、発生場所の事故当時の潮汐は、下げ潮

の初期であった。 
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2.6.2 乗組員の観測 

  船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、事故当時の気象及び海象は次のとおりであっ

た。 

(1) 船長Ａ 

     天気晴れ、風向西、風力１、視界は良好で波浪はなく、下げ潮の初期であ

った。 

(2) 船長Ｂ 

     天気曇り、風向北西、白波が立たない程度の風が吹き、視界は良好で波浪

はなかった。 

 

２.７ 事故水域等に関する情報 

 地ノ島北東方沖の事故発生場所付近は、倉良瀬戸の北口に向かう内航船や漁船の通

航水域となっている。 

 

 

３ 分 析 

 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1 事故発生に至る経過 

  ２.１から、Ａ船は、１４時０５分ごろ倉良瀬灯台から０４０°３Ｍ付近の釣り

場を発進し、鐘崎漁港に向く概ね１８０°に針路を定め、約１１knの速力で航行中、

一方、Ｂ船は、衝突場所付近において、衝突の約２０分前から、船首をほぼ西方に

向け、機関を停止して漂泊中、両船が衝突したものと考えられる。 

 

3.1.2 衝突時刻及び場所 

  ２.１から、衝突時刻は１４時１３分ごろで、衝突場所は倉良瀬灯台から

０７８°１.９５Ｍ付近であったものと考えられる。 

 

 3.1.3  衝突の状況 

２.１及び２.３から、針路概ね１８０°、速力約１１knで航行しているＡ船の船

首部と、船首をほぼ西方に向けて漂泊しているＢ船の右舷船尾部がほぼ９０°の角

度で衝突したものと考えられる。 
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３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

     ２.４(1)から、船長Ａ及び船長Ｂは、適法で有効な操縦免許証を有してい

た。 

(2) 船舶の状況 

     2.5.3から、Ａ船及びＢ船は、船体及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象の状況 

２.６から、事故当時の気象及び海象は、天気は曇り、風向は西よりの風、風力

１、視界は良好で波浪はなく、潮汐は下げ潮の初期であったものと考えられる。 

 

3.2.3 事故発生に関する解析 

２.１及び2.5.3から、次のとおりであった。 

(1) Ａ船 

    ① 船長Ａは、釣り場を発進した際、前路に他船を認めなかったため、前路

に他船はいないと判断したものと考えられる。 

    ② Ａ船は、船首部が浮上し、船首方向に死角が生じていたものと考えられ

る。 

    ③ 船長Ａは、船首を左右に振るなど、船首浮上による死角を補う適切な見

張りを行わなかったものと考えられる。 

    ④ 船長Ａは、正船首方の死角に入った前路で漂泊中のＢ船に気付かずに、

Ｂ船に向け航行したものと考えられる。 

    ⑤ 船舶は、常時適切な見張りを行わなければならないことから、船長Ａが、

船首を左右に振るなど、船首浮上による死角を補う適切な見張りを行っ

ていれば、本事故の発生を回避できた可能性があると考えられる。 

(2) Ｂ船 

    ① 船長Ｂは、Ｂ船に向けて接近するＡ船を約５００ｍの距離で視認し、Ａ

船の動向に注意を払っていたものと考えられる。 

    ② 船長Ｂは、以前にも漁船がＢ船の近くで停船したことがあったので、Ａ

船は用事があってＢ船に接近してくるものと判断し、釣りを行いながら

漂泊を続けたものと考えられる。 

    ③ 船長Ｂは、機関を始動して移動するなどの衝突を避けるための措置をと

るいとまもなく衝突したものと考えられる。 
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４ 原 因 

 

 本事故は、福岡県宗像市地ノ島北東方沖において、Ａ船が同市鐘崎漁港に向けて帰

航中、Ｂ船が釣りのため漂泊中、Ａ船が、Ｂ船に気付かずにＢ船に向け航行し、また、

Ｂ船が、漂泊を続けたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

 Ａ船がＢ船に気付かずにＢ船に向け航行したのは、船長Ａが、前路に他船はいない

と判断し、船首浮上による死角を補う適切な見張りを行わなかったことによるものと

考えられる。 

 Ｂ船が漂泊を続けたのは、船長Ｂが、Ａ船は用事があってＢ船に接近してくると判

断したことによるものと考えられる。 
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付図１ 推定航行経路図 
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写真１ Ｂ船の操舵室の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船の右舷船尾ブルワーク外板の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




